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助成財団センターは、助成、表彰、奨学などを行う財団法人・その他の法人な
どの情報を収集し、活動内容を広く社会に発信していくことを主な目的として
います。 http://www.jfc.or.jp/

緑と水の森林基金
●受付締切／6月30日（土）
●助成の対象となる団体／地方公共団体（都道府県を除く）、法人、その他の
団体、個人で、事業を適切に完遂できる者 。
●助成の対象となる活動／1、【普及啓発】
（1）森林を活用した青少年の環境教育促進ための普及啓発。
（2）森林・緑・水に対する国民の認識を深めるための普及啓発。
（3）山村地域の活性化や地域づくりの推進のための普及啓発。
（4）住民参加による森林づくり運動の推進のための普及啓発。
（5）木材需要の拡大、古紙利用推進のための普及啓発。
2、【調査研究】
（1）青少年を対象とする森林環境教育に関する調査。
（2）学校林や学校周辺林の教育的活用のための基礎調査。
（3）山村資源の有効活用・地場産業の振興等山村地域活性化に関する調査。
（4）森林の保全・公益的機能の増進等に関する調査。
（5）緑化推進にかかる市民活動の推進に関する調査。
3、【活動基盤の整備】
（1）青少年の環境教育の場としての森林の活用促進。
（2）森林づくり活動を通した農山村と都市住民等との交流促進。
（3）森林整備の担い手、森林ボランティア・リ－ダ－等の養成。
（4）森林ボランティア活動の支援及びそのネットワーク化。
（5）地域のシンボル的森林の利用促進。
4、【国際交流】
（1）国内で開催される森林・環境に関する国際会議への支援。
（2）森林・林業に関する海外との情報交換。
●助成の額／団体200万円（特別な事業は300万円）、個人100万円
●応募方法／申請書はホームページからダウンロードすることもできます。
●問い合わせ先／（社）国土緑化推進機構「緑の募金」係
102-0093 東京都千代田区平河町2-7-5 Tel.0120-110381
Fax.03-3264-3974 ホームページ http://www.green.or.jp

丸紅基金社会福祉助成事業
●受付締切／6月30日（土）消印有効
●助成の対象となる団体／わが国における社会福祉事業（福祉施設の運営、
福祉活動など）を行う民間の団体。原則として非営利の法人。ただし、法人で
ない場合でも3年以上の継続的な活動実績があり、組織的な活動を行ってい
る団体は対象となります。
●助成の対象となる活動／上記団体が企画する事業案件で、下記の条件を
具備するもの。明確な目的を持ち、実施主体、内容、期間があきらかであること。
助成決定から1年以内に実施が完了する予定のもの。一般的な経費不足の
補填でないこと。原則として国や地方公共団体の公的補助、もしくは他の民間
機関からの助成と重複しないこと。
●助成の額／総額1億円をめどに50件以上の助成を行います。1件あたり
の助成金額は原則として200万円を上限とします。
●応募方法／所定の申込用紙に必要事項を記入し、所定の添付書類と共に
送付。申込用紙は郵便番号と住所、団体名、電話番号、Fax番号、丸紅基金の
助成を知った経緯を明記し、ハガキまたはFaxにて下記まで請求してください。
●問い合わせ先／社会福祉法人丸紅基金 100-8088 東京都千代田
区大手町1-4-2丸紅東京本社ビル Tel.03-3282-2474・7014
Fax.03-3282-2462 E-mail mkikin@marubeni.co.jp
ホームページ http://www.marubeni.co.jp/kikin/fund.htm

（社福）ＮＨＫ厚生文化事業団「わかば基金」
●受付締切／6月30日（土）必着
●助成の目的／地域に根ざした福祉活動を各地で推進しているグループに
支援金を贈り、活動を支えるとともに、ＮＨＫの放送で活動の様子を広く紹介し
て、地域福祉の向上を目指します。
●助成の対象となる団体／地域で活発な福祉活動を進めているグループ。
（例：地域で暮らす高齢者や障害者の日常生活を支援したり、様 な々サービス
を提供（在宅か施設かは問いません）。障害者の社会参加や就労の場づくり
を促進したり、その活動の支援。文化活動を通して、障害や年齢をこえた交流
や相互理解をはかる。福祉情報の提供やネットワークづくりなどを通して、地域
の福祉活動の向上につとめる）なお、法人格を持っている場合は助成対象に
なりませんが、ＮＰＯ法人は申請できます。
●助成の額／1グループにつき30～70万円。約20グループ支援予定。
●応募方法／申込書を下記に連絡し、取り寄せる。
●申込・問い合わせ先／（社福）ＮＨＫ厚生文化事業団 150-0047 東
京都渋谷区神山町4-14第三共同ビル Tel.03-3481-7855
Fax.03-3481-7674 ホームページ http://www.npwo.or.jp
（社福）ＮＨＫ厚生文化事業団中部支局 461-8725 名古屋市東区東桜
1-13-3 ＮＨＫ名古屋放送局内 Tel.＆Fax.052-952-7150
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緑の募金公募
●受付締切／6月30日（土）
●助成の対象となる活動／
1、【国内緑化事業関係】国内で行う次のいずれかに該当する事業。
（1）2つ以上の都道府県にわたる広域的な見地から行う森林の整備（植栽、
下刈、間伐などの事業）、緑化推進を目的とするイベント。
（2）居住する都道府県以外で行う森林整備。
（3）川上と川下が連携して行う森林整備。
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（財）ユニベール財団市民活動助成
●受付締切／8月31日（金）必着
●助成の目的／テーマは「新しい世紀の社会づくり」。高齢者を対象とした市
民活動は、これからの社会を支えていくために不可欠な社会資源となってい
ます。一方、高齢者自身の社会参加も活発になっています。ユニベール財団
では豊かで活力ある長寿社会の実現をめざして、一人ひとりが生き生きと充
実した人生を送ることができる新しい世紀の社会づくりやコミュニティ再構築
などの活動に助成を行います。21世紀は、また「グローバル市民社会」と言わ
れます。活動は国内に止まらず、世界に拡げて、助け合うことが大事ではない
でしょうか。当プログラムでは、国際支援・交流などを行っている市民活動団
体にも広く活動助成を行います。
●助成の対象となる団体と活動／次の2つの項目に該当する団体。
（1）高齢者が活動する市民活動団体（2）高齢者の医療・保健・福祉、まちづ
くりなどの市民活動を行う団体。
●助成の額／原則として100万円を限度とし、活動内容および規模により査
定させていただきます。
●応募方法／所定の申請書を請求。記入後、なるべく書留や宅急便にて送付。
●問い合わせ先／（財）ユニベール財団 160-0004 東京都新宿区四
谷2-14-8 ＹＰＣビル Tel.03-3350-9002 Fax.03-3350-9008
E-mail info@univers.or.jp ホームページ http://www.univers.or.jp/

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（4）その他、上記に準ずる森林整備及び緑化推進を目的とするイベントなど。
2、【国際緑化事業関係】海外で行う次のいずれかに該当する事業。
（1）砂漠防止や熱帯林再生のための造林。
（2）土砂流出防止・水源かん養・薪炭林造成などの森林保全管理。
（3）公園・学校の植樹などの緑化。
（4）苗畑整備や育苗。
（5）山火事防止などの森林パトロール、被害調査などの森林保全管理。
（6）その他、上記事業に付帯するセミナーや給水施設整備など。
●助成の額／一事業につき300万円を限度とする。
●問い合わせ先／【国内緑化事業関係】（社）国土緑化推進機構「緑の募金」
係 102-0093 東京都千代田区平河町2-7-5
Tel.0120-110381 Fax.03-3264-3974
ホームページ http://www.green.or.jp
【国際緑化事業関係】（財）国際緑化推進センター「緑の募金」国際緑化公募
係 112-0004 東京都文京区後楽1-7-12林友ビル
Tel.03-5689-3450（代） Fax.03-5689-3360
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（財）太陽生命ひまわり厚生財団社会福祉助成事業
●受付締切／6月29日（金）必着
●助成の対象となる団体または個人／社会福祉の向上に寄与するという財
団の目的を達成することができる非営利の民間団体。（但し、事業助成の（2）
（3）（4）と研究助成は個人を含みます）
●助成の対象となる活動／
1、事業助成
（1）在宅高齢者などの福祉に関する事業への助成。
（2）高齢者などの心の癒しに資する事業への助成。
（3）民間ボランティアグループなどへの助成。
（4）障害者の福祉に関し、啓発し、開発し、または普及深化させる事業への助成。
（5）障害者に対する授産施設または小規模作業所の整備事業への助成。
（6）障害者の福祉に関する事業に必要な車輌整備への助成。
2、研究助成
（1）老人保健、生活習慣病または高齢者福祉に関する研究、調査などへの助成。
●応募方法／所定の申込書に必要事項を記入し下記まで。申込書は応募申込
者の団体名、住所、氏名を記入し、Faxまたは郵便で下記まで請求してください。
●問い合わせ先／（財）太陽生命ひまわり厚生財団事務局
103-0027 東京都中央区日本橋2-11-2 太陽生命ビル内
Tel.＆Fax.03-3272-6268
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